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千葉盲学校のグラウンドにつきましては、令和5年4月1日から令和8年6月30日まで校舎の大規模改修に伴う仮設校舎が建設され、一部使用できません。

※令和8年7月1日から令和9年3月31日までは、改修のため利用できません。
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南小学校
八木原小学校
千代田中学校
栗山小学校
四街道北中学校
四街道北高等学校
千葉盲学校
四街道高等学校
中央小学校
四街道中央公園
四街道中学校
千葉敬愛高等学校
愛国学園大学附属四街道高等学校
四街道小学校
四街道西中学校
大日小学校
和良比小学校
四和小学校
山梨小学校
旭小学校
みそら小学校
旭中学校
吉岡小学校
四街道総合公園
四街道公民館
千代田公民館
旭公民館
四街道文化センター
南部総合福祉センターわろうべの里

施設名称№ 住 所 電話番号 避難所
種類 地図座標

永幸苑
ピクシーフォレスト
特別養護老人ホーム　あさひ園
特別養護老人ホーム　あすみの丘
四街道老人ホーム
介護老人保健施設　栗の郷
介護老人保健施設　のぞみ
きわみデイサービスセンター
四街道徳洲会デイケア
地域密着型特別養護老人ホームリバーサイド
特別養護老人ホーム　四街道苑
生活介護　はちみつ
千葉盲学校　
四街道特別支援学校

施設名称№ 住 所 電話番号 種別 地図座標

物井1536
千代田5-4
千代田5-27
つくし座3-1-8
栗山1055
栗山1055-4
大日468-1
鹿渡809-2
鹿渡917
鹿渡無番地
めいわ1-3
四街道1522
四街道1532-16
四街道1557
大日23
大日978
美しが丘3-12
和良比228
旭ヶ丘1-9-12
山梨1485
みそら2-13
南波佐間267
鷹の台3-2
和田161
四街道1532-17
もねの里3-20-30
和田54-10
大日396
和良比635-4

上野199
上野199
山梨1488-1
大日1623-1
大日2132-4
栗山906-1
大日1685-10
大日1681-1
吉岡1830-1
小名木101-9
鹿放ケ丘593-3
たかおの杜15-5
大日468-1
鹿渡934-45

043-422-2905
043-423-7611
043-423-4611
043-422-3155
043-422-5101
043-422-1788
043-422-0231
043-422-6215
043-422-2138
043-422-9923
043-433-3636
043-422-0131
043-421-3533
043-422-2726
043-421-2081
043-422-2711
043-432-3780
043-432-5441
043-432-0506
043-432-8981
043-432-1500
043-432-8451
043-237-5990
043-433-1111
043-422-2926
043-422-4151
043-432-6371
043-423-1618
043-433-6201
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2図 C-5
2図 B-5
2図 B-５
４図 A・B-4
3図 G-4
3図 G-4
3図 F-3
3図 H-6
3図 G-5
3図 G-6
5図 H-3
3図 F-６
3図 E-６
5図 E-1・2
3図 D-6
3図 E-２
5図 F-３
５図 G-2
６図 B-１
4図 D-6
４図 E-５
6図 D-1
7図 D-２
6図 C・D-3・4
3図 F-6
2図 D-6
4図 D-6
3図 G-5
5図 G-４

043-432-2851
043-432-2851
043-432-6382
043-421-5188
043-423-4119
043-421-6881
043-421-6868
043-420-1133
043-214-0111
043-310-6660
043-304-8161
043-312-0183
043-422-0231
043-422-2609

6図 D-2
6図 D-2
4図 D-5
1図 G-6
1図 D-4
4図 A-3
3図 D-3
3図 D-3
7図 C-4
6図 C-2・3
3図 D-1
6図 G-1
3図 F-3
3図 G-6
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各避難所の割り振りは
右の二次元コードにて
ご参照ください。

災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に緊急的に避難する施設又は場所。
被災者の住宅に危険が予想される場合や住宅が損壊した場合等、生活の場が失われた場合に一時的な生活の本拠地と
して宿泊滞在するための施設。
※開設については災害の規模・状況により判断するため、すべての指定避難所が一斉に開設されるわけではありません
大規模な火災が発生したとき、輻射熱や煙などから身を守り、安全を確保するために避難する場所。

指定避難所での生活を続けることが困難な要配慮者(高齢者や障がい者、妊産婦などの特別な配慮を要する方)のうち、
個別避難計画によりあらかじめ市が特定した方とその介助者が直接避難できる施設です
大規模災害発生後、避難した指定避難所で生活を続けることが困難となった要配慮者を受け入れるためにあらかじめ締
結した協定に基づいて開設される避難所です。災害時に必要に応じて開設される二次的避難所であるため、災害発生時
には、まず指定避難所に避難してください

指定緊急避難場所

指定避難所

広域避難場所

指定福祉避難所

協定福祉避難所

避難所等一覧

福祉避難所一覧

避難所等一覧
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